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障害者の採用に係る募集及び採用の方法等に関する基本的な考え方等について（通知）

障害者の採用に係る募集及び採用の方法等に関する基本的な考え方並びに障害者に係

る選考による採用の承認申請に際しての留意点について、下記のとおり取りまとめまし

たので、通知します。なお、障害者を対象としたステップアップの枠組みによる任用を

行う場合は、この通知のほか、「障害者を対象としたステップアップの枠組みについ

て」（平成３０年１２月２１日付け閣人人第８８７号・人企－１４２６）によってくだ

さい。

記

１ 募集について

常勤職員として国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第３６条に規定する選

考の方法により職員を採用しようとする場合には人事院規則８－１２（職員の任免）

（以下「規則８－１２」という。）第２２条第１項の規定に基づき、非常勤職員とし

て採用しようとする場合には規則８－１２第４６条第２項の規定に基づき、募集を行

う必要がありますが、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３

号。以下「障害者雇用促進法」という。）に基づく障害者雇用率を達成しようとする

範囲内で、障害者雇用促進法第３７条第２項に規定する対象障害者である障害者（以

下「対象障害者」という。）を採用しようとする場合においては、募集の対象を対象

障害者に限定することも差し支えありません。この場合においては、次に掲げる事項

にも留意してください。

(1) 補充しようとする官職に係る能力や適性を有しているかどうかに関係のない事項

を応募資格とすることは適切ではないこと。したがって、例えば、募集の対象を特

定の障害種別の障害者や面接時に就労支援機関の職員の同席が可能である障害者に

限定することは適切ではないこと。

(2) 能力や適性を有しているかどうかについては、採用後において提供できる配慮の

内容を個別に検討の上、判断するものであること。したがって、例えば、介助者な



しで業務遂行が可能であることなど各府省において配慮を提供しないことを前提と

して、又は、採用後に就労支援機関の支援が受けられることなど外部機関等による

支援が受けられることを前提として、募集の対象を限定することは適切ではないこ

と。

(3) 募集に当たっては、採用に関する手続において希望する配慮の内容を申し出るこ

とが可能であること及び具体的に申し出ることが困難な場合は支障となる事情を明

らかにすることで足りることを周知する必要があること。また、募集要項や業務説

明会などを利用し、一般に提供できる配慮や勤務官署の設備等を事前に明らかにし

ておくことが望ましいこと。

２ 採用の方法等について

(1) 障害者を常勤職員として採用しようとする場合における選考は、規則８－１２第

２１条に定める方法により行う必要があります。

なお、国家公務員法第３６条に規定する係員の官職に採用しようとする場合にお

いて、庁舎の監視その他の庁務等を職務の内容とする官職等以外の官職に採用しよ

うとするときは、原則として、規則８－１２第１８条第１項第１０号に規定する人

事院の承認を得る必要があります。承認の申請に当たっては、「任用関係の承認申

請等の手続について」（平成２１年３月１８日人企－５３７事務総長通知）別紙３

の２の様式により必要事項を記載した申請書を提出してください。

また、障害者を非常勤職員として採用しようとする場合における能力実証は、規

則８－１２第４６条第１項に定める方法により行う必要があります。

(2) 採用に当たっては、次に掲げる事項にも留意してください。

① 各府省において、個々の障害者がその障害の内容及び程度に応じて能力を発揮

できる具体的な職域、職種、業務等を把握し、用意した上で、適切な選考又は能

力実証の方法を選択し、実施する必要があること。

② 各府省は、応募の際に採用に関する手続に係る配慮を申し出た障害者と話合い

を行い、障害の特性に配慮した必要な措置を講ずる必要があること。なお、面接

等において、就労支援機関の職員、特別支援学校の教職員、本人の家族等の同席

を認めることや障害者の同意の下で当該職員等と質疑を行うことは差し支えない

こと。

③ 補充しようとする官職に係る能力実証等に資すると認められる資格、免許等が

ある場合には、これを評価することができること。過去の国家公務員採用試験に

合格したことがある者については、試験の種類、区分、試験種目等を踏まえ、能

力実証等に資すると認められる場合には、これを評価することができること。

以 上


